
 ９月は『職場の健康診断実施強化月間』です。  
 

三重労働局・労働基準監督署 

職場における健康診断は，労働者の健康状況を把握するための基本となる対

策です。そして，労働者個人にとっては疾病の早期発見，健康確保のための健

康意識向上等の意義があり，事業者にとっては，労働者の就業の可否・適正配

置などを判断するためのものです。 

三重労働局管内の労働基準監督署に提出された定期健康診断結果報告書の

集計結果（平成２４年分）を見ると，何らかの所見を有する労働者の割合は 

４８．４％であり，職場の労働者の約半数に健康に影響を与えるリスクが存在

していることから，事業者は，労働安全衛生法に基づく健康診断の実施を徹底

し，健康診断結果に基づく保健指導や事後措置を適切に実施することが重要と

なります。 

厚生労働省では，全国労働衛生週間の準備期間である９月を「職場の健康診

断実施強化月間」と位置づけ，以下について重点的に取り組むこととしました。 

（ア） 健康診断の実施徹底 

（イ） 健康診断実施後の措置の徹底  

（ウ） 小規模事業場に対する地域産業保健事業の周知と活用の促進 

（エ） 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）に基づく事業

者から医療保険者への健康診断結果の情報提供に関する義務の周知 

 

 

 

 

 

 

 

 
（データ出所：定期健康診断結果報告書）  



 

 

 

 


